
議案第１５号 

 

 

   若狭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 

 若狭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出

する。 

 

  令和８年２月２６日 

 

                 若狭町長 渡辺 英朗 

 

 

 

 

 

   提案理由 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運

営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法

律（令和６年法律第４６号）の施行及び地方公共団体情報システム標準化による機

能追加に伴い、条例の改正が必要となるため、この案を提出する。 

 



1 

 

若狭町条例第  号 

 

 

若狭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 

若狭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年若狭町条例第１６号）の一部を

次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

若狭町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

第１条中「個人番号の利用」の次に「及び法第１９条第１１号に基づく特定個人情

報の提供」を加える。 

第２条第２号中「第２条第８項」を「第２条第９項」に改め、同条第３号中「第２

条第１２項」を「第２条第１３項」に改め、同条第４号中「第２条第１４項」を「第

２条第１５項」に改める。 

第４条中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

４ 町長又は教育委員会は、法別表の各項の下欄に掲げる事務（法第９条第１項に

規定する準法定事務を含む。）を処理するために必要な限度で、住登外者宛名番

号管理機能（町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住

登外者（町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。）を特定す

る固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。）による住登外者の情

報の管理に関する情報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって自らが保

有するものを利用することができる。 

第５条を第６条とし、第４条の次に次の１条を加える。 

（特定個人情報の提供） 

第５条 法第１９条第１１号の条例で定める特定個人情報を提供することができる

場合は、別表第３の第１欄に掲げる機関が、同表の第３欄に掲げる機関に対し、

同表の第２欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第４欄に掲げる特定個

人情報の提供を求めた場合において、同表の第３欄に掲げる機関が当該特定個人
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情報を提供するときとする。 

２ 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則

その他規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出

が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす 

 別表第１に次のように加える。 

４ 町長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する

事務であって規則で定めるもの 

５ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する

事務であって規則で定めるもの 

 別表第２中「 

１ 町長 ひとり親家庭等医療費の助成に

関する事務であって規則で定め

るもの 

地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算

定した税額若しくはその算定の

基礎となる事項に関する情報（以

下「地方税関係情報」という。）

又は健康保険法（大正１１年法律

第７０号）、船員保険法（昭和１

４年法律第７３号）、私立学校教

職員共済法（昭和２８年法律第２

４５号）、国家公務員共済組合法

（昭和３３年法律第１２８号）、

国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）、地方公務員等共済

組合法（昭和３７年法律第１５２

号）をいう。）若しくは高齢者の

医療の確保に関する法律（昭和５

７年法律第８０号）による医療に

関する給付の支給若しくは保険

料の徴収に関する情報（以下「医
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療保険給付関係情報」という。）

であって規則で定めるもの 

」を「 

１ 町長 ひとり親家庭等医療費の助成に

関する事務であって規則で定め

るもの 

地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）その他の地方税に関する法

律に基づく条例の規定により算

定した税額若しくはその算定の

基礎となる事項に関する情報（以

下「地方税関係情報」という。）、

健康保険法（大正１１年法律第７

０号）、船員保険法（昭和１４年

法律第７３号）、私立学校教職員

共済法（昭和２８年法律第２４５

号）、国家公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８号）、国民

健康保険法（昭和３３年法律第１

９２号）、地方公務員等共済組合

法（昭和３７年法律第１５２号）

をいう。）若しくは高齢者の医療

の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）による医療に関す

る給付の支給若しくは保険料の

徴収に関する情報（以下「医療保

険給付関係情報」という。）又は

住登外者宛名情報であって規則

で定めるもの 

」に改め、同表２の項及び３の項中「又は医療保険給付関係情報」を「、医療保

険給付関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表に次のように加える。 

４ 町長 住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関す

若狭町ひとり親家庭等医療費の

助成に関する条例、若狭町子ども
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る事務であって規則で定めるも

の 

医療費の助成に関する条例又は

若狭町心身障害者（児）医療費の

助成に関する条例の規定による

医療費の助成に関する情報であ

って規則で定めるもの 

５ 町長又は教

育委員会 

住登外者宛名番号管理機能によ

る住登外者の情報の管理に関す

る事務であって規則で定めるも

の 

法別表の各項の下欄に掲げる事

務（法第９条第１項に規定する準

法定事務を含む。）に関する情報

であって規則で定めるもの 

 別表第２の次に次の１表を加える。 

別表第３（第５条関係） 

情報照会機関 事務 情報提供機関 特定個人情報 

１ 町長 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

教育委員会 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの 

２ 教育委員会 住登外者宛名番号管

理機能による住登外

者の情報の管理に関

する事務であって規

則で定めるもの 

町長 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


